
○関市介護予防・生活支援サービス事業の指定事業者の指定に関する要綱 

 

平成２８年１２月２８日関市告示第２７３号 

                 

 関市介護予防・生活支援サービス事業の指定事業者の指定に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、関市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則（平成２８

年関市規則第４０号。以下「規則」という。）第１３条第２項に基づき、介護

予防・生活支援サービス事業の指定事業者の指定に関し、介護保険法（平成９

年法律第１２３号。以下「法」という。）及び介護保険法施行規則（平成１１

年厚生省令第３６号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。 

（指定の申請） 

第２条 法第１１５条の４５の５第 1項の規定による指定事業者の指定（以下「指

定」という。）の申請（以下「指定申請」という。）は、介護予防・生活支援

サービス事業事業所指定（更新）申請書（別記様式第１号。以下「指定（更新）

申請書」という。）により行うものとする。 

（指定の更新） 

第３条 省令第１４０条の６３の７に規定する市が定める期間は、６年とする。 

２ 法第１１５条の４５の６第 1項の規定による指定事業者の指定の更新に係る

申請（以下「指定更新申請」という。）は、指定（更新）申請書により行うも

のとする。 

（変更の届出等） 

第４条 指定事業者は、指定（更新）申請書に記載した事項に変更があったとき

は、その変更があった日から１０日以内に、変更届出書（別記様式第２号）に

変更した内容が分かる書類を添付して市長に提出するものとする。 

２ 省令第１４０条の６２の３第２項第４号の規定による事業の廃止又は休止の

届出は、廃止・休止届出書（別記様式第３号）により行うものとする。 

３ 指定事業者は、休止した事業を再開したときは、その再開の日から１０日以

内に、再開届出書（別記様式第４号）に必要な書類を添付して市長に提出する



ものとする。 

（指定事業者の指定等） 

第５条 市長は、指定申請又は指定更新申請があったときは、速やかに指定の可

否を決定し、指定通知書（別記様式第５号）により当該指定申請又は指定更新

申請をした者に通知するものとする。 

２ 市長は、指定申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると

きは、指定をしてはならない。 

 （１） 指定申請をした事業者（以下「申請者」という。）が、法人でないと

き。 

 （２） 申請者が、関市介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サー

ビス及び通所型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定め

る要綱（平成２８年関市告示第   号）に従って適正な事業の運営をする

ことができないと認められるとき。 

 （３） 申請者の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準

ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わ

ず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者

と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）又は申請者の使

用人であって、当該申請者の事業所又は当該申請者が開設した施設を管理す

るもの（以下「役員等」という。）が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行

を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

 （４） 申請者が、介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「政

令」という。）第３５条の２各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せ

られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である

とき。 

 （５） 申請者が、政令第３５条の３各号に掲げる法律の規定により罰金の刑

に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

であるとき。 

 （６） 申請者が、社会保険各法（法第７条第９項に規定する社会保険各法を

いう。）又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和４４年法律第８

４号）の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金（地方



税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による国民健康保険税を含む。以

下「保険料等」という。）について、当該指定申請をした日の前日までに、

これらの法律の規定による滞納処分を受け、かつ、当該滞納処分を受けた日

から正当な理由なく３月以上の期間にわたり、当該滞納処分を受けた日以降

に納期限の到来した保険料等の全て（当該滞納処分を受けた者が、当該滞納

処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務

を負う保険料等に限る。）を引き続き滞納している者であるとき。 

 （７） 申請者が、法第１１５条の４５の９の規定により指定を取り消され、

その取消しの日から起算して５年を経過しない者（当該取消しの処分に係る

行政手続法（平成５年法律第８８号）第１５条第１項の規定による聴聞（以

下「聴聞」という。）の通知があった日前６０日以内に当該法人の役員等で

あった者で当該取消しの日から起算して５年を経過しないものを含む。）で

あるとき。 

 （８） 申請者と密接な関係を有する者が、法第１１５条の４５の９の規定に

より指定を取り消され、その取消しの日から起算して５年を経過していない

とき。ただし、当該指定の取消しの理由となった事実及び当該事実の発生を

防止するための当該事業者による業務管理体制の整備についての取組の状

況その他の当該事実に関して当該事業者が有していた責任の程度を考慮し

て、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当

であると認められるものとして市長が認めるものに該当する場合を除く。 

 （９） 申請者が、法第１１５条の４５の９の規定による指定の取消しの処分

に係る聴聞の通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないこと

を決定する日までの間に省令第１４０条の６２の３第２項第４号の規定に

よる事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある

者を除く。）で、当該届出の日から起算して５年を経過しないものであると

き。 

 （１０） 申請者が、法第１１５条の４５の７第１項の規定による検査が行わ

れた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき法第１１５条の４５の

９の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をする

ことが見込まれる日として市長が当該申請者に当該検査が行われた日から



１０日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）まで

の間に省令第１４０条の６２の３第２項第４号の規定による事業の廃止の

届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、

当該届出の日から起算して５年を経過しないものであるとき。 

 （１１） 第９号に規定する期間内に省令第１４０条の６２の３第２項第４号

の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、第９号の

聴聞の通知があった日前６０日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止

について相当の理由がある法人を除く。）の役員等又は当該届出に係る法人

でない事業所（当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の

管理者であった者で、当該届出の日から起算して５年を経過しないものであ

るとき。 

 （１２） 申請者が、指定申請前５年以内に居宅サービス又は事業に関し不正

又は著しく不当な行為をした者であるとき。 

 （１３） 申請者の役員等のうちに第４号から第７号まで又は第９号から前号

までのいずれかに該当する者があるとき。 

 （１４） 前各号に掲げるもののほか、市長が地域支援事業（法第１１５条の

４５第１項から第３項までに規定する地域支援事業をいう。以下同じ。）の

円滑かつ適切な実施に支障が生ずると認めるとき。 

３ 市長は、指定申請があった場合において、せき高齢者プラン２１（関市にお

いて市町村介護保険事業計画（法第１１７条第１項に規定する市町村介護保険

事業計画をいう。）及び市町村老人福祉計画（老人福祉法（昭和３８年法律第

１３３号）第２０条の８第１項に規定する市町村老人福祉計画をいう。）を併

せて策定した計画をいう。以下同じ。）において定める地域支援事業の計画量

に既に達しているとき、当該申請に係る指定によってこれを超えることになる

と認めるときその他のせき高齢者プラン２１の達成に支障を生ずるおそれが

あると認めるときは、指定をしないことができる。 

４ 指定を受けた指定事業者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所

に掲示するものとする。 

（事業者情報の公表及び提供） 

第６条 市長は、指定又は第４条各項に規定する届出書の受理（以下「指定等」



という。）をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に

掲げる事項を公表するとともに、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の

機関に対して提供することができる。 

（１） 事業所の名称及び所在地 

（２） 当該事業所の指定等に係る申請者又は届出をした指定事業者（以下「

申請者等」という。）の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請者等の代

表者の氏名及び住所 

（３） 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日 

（４） 事業開始年月日 

（５） 運営規程 

（６） 介護保険事業所番号 

（７） その他市長が必要と認める事項 

（みなし指定） 

第７条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の

整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１３条の規定により指

定を受けたものとみなされた者は、この告示による指定を受けたものとみなす。

この場合において、当該指定の期間は、指定事業者の指定を受けた日から平成

３０年３月３１日までとする。 

（委任） 

第８条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

 

   附 則 

 この告示は、平成２９年１月１日から施行する。 


